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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年１２月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 沈没 

発生日時 令和２年１２月２３日 １７時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県八幡
や わ た

浜
はま

市八幡浜港西方沖 

八幡浜港長早防波堤南灯台から真方位２２１°８９０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２７.０′ 東経１３２°２４.０′） 

事故の概要 引船だいよしは、台船（船名なし）を横抱き状態で航行中、舵機室

が浸水し、その後、タグボートにより被えい
．．

航中、沈没した。 

だいよしは、主機の濡損等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 だいよし、９１.０９トン 

   １２４１９５、株式会社栗之浦ドック（Ａ社） 

２５.３ｍ×６.５ｍ×３.２ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,１０３kＷ（合計）、昭和５６年３月 

Ｂ 台船 （船名なし）、不詳 

   なし、Ａ社 

   約４０ｍ×約１４ｍ、鋼 

   なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７４歳 

   三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和４９年４月１９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１２月２１日 

    免状有効期間満了日 令和５年１２月２０日 

Ａ 作業員Ａ ５９歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷プロペラ翼に曲損及び欠損、右舷シャフトブラケット基部に

亀裂、主機に濡損（全損） 

Ｂ なし 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好、潮高 約１３

０cm 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、作業員Ａ及び作業員Ｂほか２人が乗り組み、Ｂ船

を右舷側に横抱きした状態で宇和島市所在の造船所専用岸壁（以下

「本件岸壁」という。）に右舷着けして荷揚げ作業を行った後、八幡

浜港に向けて出航することとし、令和２年１２月２３日１３時４５分

ごろ離岸作業を開始した。 

船長Ａは、右舵を取り、左舷主機を前進運転としてＢ船の船尾側を

本件岸壁から離した後、Ｂ船の船首を離そうと思い後進とし、Ｂ船の

船首側が離れると同時に同主機を中立運転としたところ、２～３秒後

に左舷船尾船底部付近から「ゴトン」という衝撃を感じた。 

船長Ａは、舵機室の状況を確認した作業員Ａから異常を認めなかっ

た旨の報告を受け、航行に支障がないと判断して離岸作業を継続し、

宇和島港の広い海域に出たところで、Ｂ船を左舷横抱きに変更して同

港を出港した。 

Ａ船は、約７.２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航

行中、愛媛県西予
せ い よ

市大崎
おおさき

鼻西方沖に至った１５時４５分ごろ、舵機室

の見回りを行った作業員Ｂが、右舷のシャフトブラケット基部にあた

る同室船底部外板に小さな亀裂（以下「本件亀裂」という。）が生じ

て浸水しているのを認め、その旨を船長Ａに報告した後、ビルジポン

プを作動させるとともに機関室から電源を取った水中ポンプにより排

水作業を行った。 

船長Ａは、本件亀裂から浸水が認められたものの、排水作業により

水位の上昇が収まったこと、また、約１時間１０分後には八幡浜港に

到着予定であることを勘案し、同港到着まで浸水量が増えないと思

い、舵機室の水位を監視しながら航行を継続することとした。 

作業員Ａは、水中ポンプを積んだタグボートをＡ船に向かわせるよ

うＡ社に電話で要請し、作業員Ｂに舵機室の水位を監視するよう指示

し、操舵室で船長Ａと共に船橋当直に当たった。 

船長Ａは、八幡浜市諏訪
す わ

埼南方沖に至った１６時２５分ごろ舵取機

モーターの異常を知らせる警報が鳴ったので、自ら舵機室に向かって

点検を行ったところ、舵取機モーターが停止し、同室の水位が、浸水

発見時の報告の水位と比較して上昇しているのを認めた。 

船長Ａは、舵取機モーターの再始動を行ったものの始動しなかった

ので、操舵室に戻り、主機を中立運転として非常操舵に切り替えた。 

船長Ａは、その後、主機を前進運転としたところ、右舷船底部付近

から大きな音が聞こえるとともに右舷プロペラの振動が大きくなった

ので、右舷主機を停止して左舷主機のみを運転させ、約３～４kn の速

力に減速して航行を続けた。 
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Ａ船は、諏訪埼を通過した後、八幡浜港に向けて東進中、船長Ａ

が、Ｂ船えい
．．

航中のＡ船船体への負荷を減らして早く八幡浜港に入港

しようと、来援したタグボート（以下「Ｃ船」という。）にＢ船のえ
．

い
．
航を引き継いでＡ船を単独で航行させる準備を行おうと主機を中立

運転としたところ、舵機室の水位が一気に上昇し、船尾部が海面付近

まで沈下して打ち込んだ海水が同室出入口から流れ込む状態となっ

た。 

船長Ａは、Ａ船の沈没の危険を感じ、Ｂ船の右舷側に横付けしたＣ

船に自身を含めた乗組員全員を移乗させた。 

Ｃ船は、Ａ船及びＢ船の船首部を長さ約５０ｍのえい
．．

航索で繋ぎ、

えい
．．

航することにし、後進運転でＡ船及びＢ船を八幡浜港に向けてえ
．

い
．
航中、Ａ船の機関室出入口から同室に海水が流入して沈下がさらに

進行し、１７時１０分ごろＡ船とＢ船を繋いだえい
．．

航索が破断し、Ａ

船が沈没した。 

Ａ社担当者は、Ａ船が沈没した旨の連絡を受け、海上保安庁に同旨

を通報した。 

本船は、１月２０日サルベージ会社により引き揚げられ、後日、廃

船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本事故後のＡ船右舷船尾船

底部 参照） 

 その他の事項 

 

 

Ａ船の喫水は、船首約１.７ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

本件岸壁離岸時の宇和島の潮高は、約１６５cmであった。 

Ａ船は、２枚の吊り舵を持つ２機２軸船で、プロペラ軸がシャフト

ブラケットにより支えられていた。 

本件岸壁南東方約９ｍには、陸上から続く進水船台が敷設されてお

り、潜水調査の結果、Ｂ船の本件岸壁接岸部付近から海側南西方に向

い、‘Ａ船の船尾至近海底に存在した本件岸壁寄りの進水船台レー

ル’（以下「本件レール」という。）に凹損及び擦過傷が認められ、同

損傷範囲北端（最浅部）における１０時１０分ごろの潮位が約１２８

cm で、水深が約３.０ｍあった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、進水船台の存在を知っていたが、同船台の設置場所を正

本件レール 

進水船台 

船台レール南西端 

図１ Ａ船、Ｂ船及び本件岸壁の離岸作業時の配置 
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確に把握しておらず、また、本件岸壁で幾度となく離着岸操船をした

経験から、本件レールに乗り揚げることはなく、本事故時、Ｂ船の船

尾側を本件岸壁から離す目的で、Ｂ船の船首に意識を向けながら船首

側が離れるまで後進を続ける操船を行った。 

Ａ船は、本事故後に引き揚げられ、左舷プロペラ翼に曲損、欠損及

び右舷舵板船首側端とプロペラのボス中央先端部との間隔が約１cm に

狭まり、同中央先端部及び右舷舵板船尾側端下部（以下「本件舵板下

部」という。）に打痕、また、本件舵板下部にペイントの剥離が認め

られた。 

船長Ａ及び作業員Ａは、本件岸壁での離岸作業時、本件舵板下部が

本件レールに接触したのではないかと本事故後に思った。 

船長Ａ及び作業員Ａは、Ａ船の舵機室が浸水し、主機を中立運転と

して非常操舵に切り替えた後、両舷主機を前進運転とした際、右舷プ

ロペラが前進回転時、更に右舷のシャフトブラケット基部に負荷がか

かり本件亀裂が拡大したものの航行を継続し、Ａ船を単独で航行させ

る準備を行おうと主機を中立運転としてＡ船が停止した際、浸水量が

増加したのではないかと本事故後に思った。 

Ａ社は、令和２年１０月のＡ船の中間検査の際、船底部外板全体に

腐食の進行が認められ、令和４年８月の定期検査時までに不良箇所の

同外板の切替え修理を行うよう指示を、また、右舷船尾管軸受間隙

（以下「本件軸受間隙」という。）の過大が認められ、早期の新替え

を要する旨の指摘を海事技術専門官（船舶検査官）よりそれぞれ受け

ており、ドックの予定が空く１２月２３日の本航海後に修理を実施す

る予定であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船は、大崎鼻西方沖を北進中、船長Ａが、本件亀裂から浸水が認

められたものの、Ｂ船を左舷横抱き状態で航行を継続したことから、

本件亀裂が拡大して浸水量が増加し、その後、Ｃ船にＢ船と共にえい
．．

航されていたところ、船尾部が沈下してＢ船と繋いだえい
．．

航索が破断

し、八幡浜港西方沖で沈没したものと推定される。 

Ａ船は、離岸作業時、船長Ａが進水船台の存在を知っていたが、同

船台の設置場所を正確に把握しておらず、本件岸壁で幾度となく離着

岸操船をした経験から、本件レールに乗り揚げることはないと思い、

Ｂ船を本件岸壁から離す目的で、Ｂ船の船首に意識を向けながら船首

側が離れるまで後進を続けたことから、本件レールに本件舵板下部が

接触して右舷舵板船首側端とプロペラのボス中央先端部に当たり、右

舷のシャフトブラケット基部に負荷が発生して本件亀裂が生じたもの
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と考えられる。 

本件岸壁離岸時の宇和島の潮高が約１６５cm で、２月９日１０時１

０分ごろの潮高が約１２８cm、進水船台の損傷範囲北端（最浅部）に

おける水深が約３.０ｍであったことから、本事故時における同船台

の損傷箇所の水深は約３.４ｍであったものと推定される。 

船長Ａは、本件亀裂から浸水が認められたものの、排水作業により

水位の上昇が収まったこと、また、約１時間１０分後には八幡浜港に

到着予定であることを勘案し、同港到着まで浸水量が増えないと思っ

たことから、舵機室の水位を監視しながら航行を継続することにした

ものと考えられる。 

Ａ船の本件亀裂が拡大して浸水量が増加したのは、両舷主機が前進

運転から中立運転として非常操舵に切り替えた後、再度両舷主機を前

進運転とした際、右舷プロペラが回転して前進推力が生じ、本件軸受

間隙の過大の状況下、同推力によって右舷プロペラ軸が上下に動き、

同プロペラの振動が大きくなったことから、更に右舷のシャフトブラ

ケット基部に負荷がかかったことによるものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、大崎鼻西方沖を北進中、船長Ａが、本件亀裂か

ら浸水が認められたものの、Ｂ船を左舷横抱き状態で航行を継続した

ため、本件亀裂が拡大して浸水量が増加し、その後、Ｃ船にＢ船と共

にえい
．．

航されていたところ、船尾部が沈下してＢ船と繋いだえい
．．

航索

が破断し、八幡浜港西方沖で沈没したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、自船に浸水が認められた場合、航行を中止して排水及び

浸水防止作業に専念し、僚船等の救助を待つこと。 

 ・船長は、港内海底に構造物が設置されている場合、その設置場所

を正確に把握し、離岸作業時、船尾に見張りを立たせ、同場所を

確認しながら操船に当たること。 

 ・船舶所有者は、船舶に修理を要する箇所が発見された際、早急に

修理を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎鼻 

宇和島港 

諏訪埼 

× 
八幡浜港 

愛媛県 

大分県 

事故発生場所 

（令和２年１２月２３日 

１７時１０分ごろ発生） 

八幡浜港長早防波堤南灯台 

愛媛県八幡浜市 

愛媛県宇和島市 

写真提供：Ａ社 

＊本事故後ダイバーによる水中カメラで撮影 

亀裂の拡大 

右舷船尾 

船底部外板 

プロペラ軸 本件舵板下部 

シャフトブラケット 

シャフトブラケット基部 

写真１ 本事故後のＡ船右舷船尾船底部 

間隙：約１cm 


